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年
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全学協議会（仮称）、大学院学位審査委員会設置の検討

大学協議会の構成員・役割等の見直し 全学協議会（仮称）、大学院学位審査委員会設置

大学協議会の構成員・役割等の見直し結果の実行

1

目
標

実
績

将来的な継続

大学協議会は、学内の最高審議機関であるにもかかわらず、扱う議題の多くは学則の改正であり、書面会議が中
心となっている。また、専門職大学院研究科長会議及び学部長会議（合同会議）は、大学の適正な運営を計るた
め必要な事項を協議する機関であるが、実質的には学内の最高審議機関のような役割を担っている。基本計画策
定委員会は、当初の設置期間を平成８年度末としていた中で今日まで設置し続けているが、合同会議と構成員が
同じであり、また、全学的課題について総合的視野から基本計画案を策定することが任務ではあるものの、構成員
に研究科委員長は含まれていない。大学院委員会は、各研究科に共通する事項を審議する機関であるが、その
開催頻度は月に１度しかなく、コロナ禍における迅速な意思決定を行うにあたって、何度も臨時で開催している。
これらのことから、最高審議機関として新たに全学協議会（仮称）を設置し、現行の大学協議会、大学院委員会及
び基本計画策定委員会が担っていた役割を同協議会に集約するとともに、合同会議の役割を大学協議会が継承
するという体制の構築を目指す。また、大学院委員会が所管する課程博士の学位審査、論文博士の学位審査及
び修士又は博士における学位の取消しを審議する機関として、新たに大学院学位審査委員会を設置する。さら
に、両協議会で扱う議題の区分を明確化するとともに、これまで合同会議及び大学院委員会が扱っていた議題の
うち、所管の委員会等での審議又は報告をもって、全学としての審議又は報告が終了したと判断されるものについ
て、両協議会では扱わないこととすることで、業務の合理化及び迅速な意思決定手続を実現させる。

③ ロードマップ

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和６年度
（2024年度）

令和７年度
（2025年度）

令和９年度
（2027年度）

令和５年度
（2023年度）

② 到達目標（数値目標／定性目標 ）　※数値目標を設定できない計画は、定性目標を設定すること。

大学評議会（仮称）の設置、諸委員会の構成員の見直しについて、それぞれ令和６年４月１日施行を目指す。

指標の定義（計算式／説明）

令和６年度
（2024年度）

令和９年度
（2027年度）

令和８年度
（2026年度）

直近
令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和７年度
（2025年度）

指標の名称

令和８年度
（2026年度）

年度令和

④ 数値目標の詳細　※設定できない計画については記載不要。

実施計画

なし

① 目的・内容

分　類

A管

完了年度

年度令和

開始年度

予
定

①既存会議体の統廃合による業務の合理化
及び迅速な意思決定に向けた各種意思決定
手続きの見直し

大学 企画課管理用

推進主体 学長室経営企画課

責任者 学長室部長
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令和４年度から検討を続けている既存会議体の統廃
合について、令和６年４月１日から運用を開始できる
よう準備を進めていく。

令和５年３月の各教授会及び研究科委員会において、既
存会議体を統廃合することが条件付きで承認されたた
め、令和５年度の大学協議会では付された条件である、
会議体での意思決定方法等の検討を進めているが、令和
５年11月末の段階では審議継続中の状況にある。

★進捗段階：「実施展開」
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実施計画 実施報告／今後の課題
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○大学評議会（仮称）設置の提案
　・大学評議会（仮称）規程の整備
　・意思決定手続きの見直しに伴う規程の改正等

○その他委員会構成員の見直しの提案

令和５年度から合同会議、大学院委員会及び基本計画
策定委員会を廃止し、それぞれの会議が担っていた役割
を大学協議会及び拡大大学協議会が継承し、扱う議題の
区分を明確化するとともに、大学院学位審査委員会を設
置するという案を検討したものの、意見聴取を経て、改め
て検討すべき事項が明らかになった。そのため、令和５年
４月１日からの運用を見送り、引き続き検討していくことと
なった。

★進捗段階：「実施展開」

⑤ 実施計画／実施報告

年度

令和５年度の議論に基づき、本計画を遂行する。


